
　　　　　　　主　　　文

原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

　　　　　　　事　　　実

第一　当事者の求めた裁判
一　原告
１　被告は、別紙目録記載の方法を使用して、耐衝撃性ポリスチレンを製造しては
ならない。
２　被告は、前項の方法によつて得られた耐衝撃性ポリスチレンを使用し、販売し
てはならない。
３　被告は、その占有する、第１項の方法によつて得られた耐衝撃性ポリスチレン
を廃棄せよ。
４　被告は原告に対し、金九億四、七五〇円及びこれに対する昭和五二年七月五日
から完済まで年五分の割合による金員の支払をせよ。
５　訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに仮執行宣言。
二　被告
主文同旨の判決。
第二　当事者の主張
一　請求の原因
１　原告は、次の特許権（以下、「本件特許権」といい、その特許発明を「本件特
許発明」という。）の特許権者である。
発明の名称　ビニル芳香族重合体組成物の製造方法
出願日　昭和三五年九月一〇日
出願番号　特願昭三五―三七五五五号
公告日　昭和四一年九月一二日
登録日　昭和四四年一月二〇日
登録番号　第五三六一九号
２　本件特許発明の訂正公告された特許請求の範囲（以下、「本件特許請求の範
囲」という。）の欄の記載は、次のとおりである。
「モノビニル芳香族単量体を全重合体重量を基にして１乃至２０％の１、４ポリブ
タジエンの存在下で重合することにより高められた耐衝撃性を有するモノビニル芳
香族重合体組成物を製造する方法に於て、前記１、４ポリブタジエンが少くとも２
５％の而も９０％以下のシス含有量と１０％以下のビニル含有量とを有することを
特徴とする高められた耐衝撃性を有するモノビニル芳香族重合体組成物の製造方
法。」
３　本件特許請求の範囲の記載を分説すると、次のとおりである。
Ａ　モノビニル芳香族単量体を全量合体重量を基にして一ないし二〇％の１、４ポ
リブタジエンの存在下で重合すること。
Ｂ　右１、４ポリブタジエンが少なくとも二五％のしかも九〇％以下のシス含有量
と一〇％以下のビニル含有量を有するものであること。
Ｃ　高められた耐衝撃性を有するモノビニル芳香族重合体組成物の製造方法である
こと。
４　前記１、４ポリブタジエンの微細構造（化学構造）ポリブタジエンは、ブタジ
エンを重合することによつて得られる重合体である。
　その微細構造は、通常－ＣＨ２－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＨ２－（Ⅰ）という単位（以
下、「単位（Ⅰ）」と略称する。）と、＜８８４６５－００１＞（Ⅱ）という単位
（以下、「単位（Ⅱ）」と略称する。）とから成立つている。
　そして、単位（Ⅰ）を１、４構造、単位（Ⅱ）を１、２構造という。
　ところで単位（Ⅰ）は更に、＜８８４６５－００２＞（以下、「（Ⅰａ）」と略
称する。）と＜８８４６５－００３＞（以下、「（Ⅰｂ）」と略称する。）の二種
類の異性体に分けられ、（Ⅰａ）をシステム１、４構造（以下、単に「シス」とい
う。）、（Ⅰｂ）をトランス１、４構造（以下、単に「トランス」という。）ま
た、単位（Ⅱ）は、その構造中にビニル基（ＣＨ２＝ＣＨ－）を有していることか
らビニル構造（以下、単に「ビニル」という。）ともいう。



　そして、ポリブタジエンにおけるこれらシス、トランス及びビニルの微細構造成
分の含有量をそれぞれシス含有量、トランス含有量、ビニル含有量といい、通常
「％」で表わす。
　しかして、本件特許発明に用いられるポリブタジエンは、右に述べたシス含有量
が二五％以上九〇％以下で、ビニル含有量が一〇％以下のポリブタジエンである。
５　本件特許請求の範囲の欄に記載されているポリブタジエンのビニル含有量が一
〇％以下であることの意味については、まず一〇％とは一〇分の一という割合を示
す概念であつて、他に何らの基準、尺度も必要としない数値、すなわち客観的事実
を意味する。そして他方本件特許発明の明細書には、この数値を特に別段の意味に
解釈すべき旨の記載あるいはポリブタジエンのビニルの定量分析法のうちの特定
の、ポリブタジエンのビニルの定量分析法による一〇％である旨の記載はなく、ま
た、一〇％という意味を別異に解釈すべき客観的事情、例えば本件特許出願当時の
技術水準といて一般的に用いられていたポリブタジエンの定量分析法によつて得ら
れた一〇％という数値と現在確認されている数値とを比較した場合に相違する値が
得られ、かつ、その相違が再現性をもつて系統的に現われ、測定の非系統的なばら
つきによらないことというような事情はないから、本件特許請求の範囲の欄に記載
の、「ビニル含有量が一〇％以下」とは、何らの基準、尺度も必要としない客観的
事実を意味し、ポリブタジエンのビニルの含有量を測定するための特定のポリブタ
ジエンのビニルの定量分析法と関係づけて限定した数値ではない。しかして、ポリ
ブタジエンのビニルの定量分析法は、本件特許発明においては本件特許請求の範囲
におけるビニル含有量を確定するためのいきさつあるいは確認手段ないし立証方法
にすぎないのであつて、いかなるポリブタジエンのビニルの定量分析法であつて
も、それが客観的に正確な結果をもたらすものでありさえすれば、当該定量分析法
は本件特許出願当時に用いられていたかどうかを問わず、右ビニル含有量の確認を
行なうために用いることができる。
６　被告の使用しているポリブタジエンのビニル含有量は、ポリブタジエンのシ
ス、トランス及びビニルの定量分析法である、赤外線吸収スペクトル分析法（以
下、「赤外法」という。）及び最も信頼性の高い核磁気共鳴スペクトル法（以下、
「ＮＭＲ法」という。）による測定によつても、あるいは本件特許発明の明細書記
載の実施例４の実験Ⅲに記載されているビニル含有量七・八％のフアイヤーストン
コンパニー製ジエン３５ＮＦの名のポリブタジエンを標準見本とし、これを基準に
して測定してみても、いずれも一〇％以下である。そしてこのことは、被告の使用
しているポリブタジエンの製造元である訴外旭化成工業株式会社が右ポリブタジエ
ンについて、及び同訴外会社へ右ポリブタジエンの製法に関して技術援助をしてい
る訴外フアイヤーストン・タイヤ・アンド・ラバー・カンパニーが、右と同一の製
法によるポリブタジエンについて、いずれもこれまで一貫してビニル含有量が一〇
％以下であることを発表してきたこと並びに昭和五二年に刊行された一般の公刊物
においても、被告の使用している右旭化成工業株式会社製のポリブタジエン及び右
フアイヤー・ストン社製のそれについて、いずれもビニル含有量は一〇％以下であ
ることが明らかにされていることからも裏付られるのである。
７　被告は、別紙目録記載の方法を用いて（特にポリブタジエンのビニル含有量に
ついては前記６のとおり）耐衝撃性ポリスチレンを製造し、販売している。
８　別紙目録記載の方法は、本件特許発明の構成要件をことごとく充足するから、
その技術的範囲に属する。
９　被告が、別紙目録記載の方法を使用して耐衝撃性ポリスチレンを製造販売する
行為は、特許権者である原告の実施許諾を受けることなく、すなわち法律上の原因
なくして業として本件特許発明を実施するものである。しかして、被告は原告に対
し、相当の実施料を支払わず、その支払を免れているのであるから、少なくとも現
に実施料相当額の利益を得、これにより原告は同額の損失を被つている。したがつ
て、被告は原告に対し、原告の損失において利得している実施料相当額を不当利得
として返還すべき義務がある。しかして、原告は、本件特許発明について他の者に
実施許諾をするにあたり、耐衝撃性ポリスチレンの販売高の〇・五％の実施料の支
払を受けているから、本件において実施料相当額を算定する場合には右実施料率を
下回ることなく、したがつて被告が右耐衝撃性ポリスチレンを製造販売したことに
よつて原告に支払うべき実施料相当額すなわち不当利得額は、昭和四三年から五二
年までの各年度の販売高（その各年に対応する販売高は別表のとおり）の総額金
一、八九五億円に右実施料率〇・〇〇五を乗じた金九億四、七五〇万円である。
１０　よつて原告は被告に対し、本件特許権に基づいて、別紙目録記載の方法によ



る耐衝撃性ポリスチレンの製造並びに製造にかかる耐衝撃性ポリスチレンの使用及
び販売の差止め、侵害行為により生じた耐衝撃性ポリスチレンの廃棄並びに右不当
利得金九億四、七五〇万円及びこれに対する本件請求拡張の申立書送達の翌日であ
る昭和五二年七月五日から支払ずみまで民事法定利率五分の割合による遅延損害金
の支払を求める。
二　被告の答弁及び主張
１　答弁
（一）　請求の原因１ないし４の各事実は認める。
（二）　同５、６の各事実は争う。
（三）　同７の事実のうち、使用するポリブタジエンのシス及びビニルの各含有量
は否認し、その余は認める。
（四）　同８、９は認否する。
２　主張
（一）（１）　本件特許請求の範囲の欄に記載されているポリブタジエンのビニル
含有量についての数値は、本件特許出願当時公知であつたところのポリブタジエン
のビニルの定量分析法に基づくものであつて、しかもそのなかでも当時において最
も信頼できる方法あるいは標準的方法に基づく数値と解すべきである。すなわち、
ポリブタジエンのビニルの定量分析法の相違によつてその定量分析結果は異なるか
ら、本件特許出願当時の当業技術者が、本件特許発明を実施するにはポリブタジエ
ンのなかから本件特許発明のビニル含有量一〇％以下という数値に該当するポリブ
タジエンを選択する必要があるが、そのためには本件特許発明の明細書で用いたポ
リブタジエンのビニルの定量分析法を知らなければならない。しかるに、本件特許
発明の明細書にはポリブタジエンのビニルの定量分析法の記載がないから、本件特
許出願当時の当業技術者は、本件特許発明のビニル含有量一〇％以下については右
当時の最も信頼できる方法はないし標準的方法によつて定められたものと理解した
であろうし、またそれ以外の理解はありえない。
（２）　しかして、本件特許出願当時のポリブタジエンの定量分析法のうちで、最
も信頼できる方法あるいは標準的方法は赤外法における【Ａ】らの吸光係数借用法
である。ここにおいて【Ａ】らの吸光係数借用法とは、【Ａ】、【Ｂ】、【Ｃ】、
【Ｄ】（以下、単に「【Ａ】ら」という。）がポルプタジエンのシス、トランス、
ビニルの各含有量を測定するために、特定の赤外線分光器（パーキン・エルマー２
１型）を用いて標準物質により求めた吸光係数をそのまま用いて未知試料たるポリ
ブタジエンのビニルの含有量を測定する分析手法をいう。
（イ）　しかして、本件特許出願当時、当業技術者がポリブタジエンのシス、トラ
ンス、ビニルの各含有量を用いて測定する、いわゆる吸光係数借用法というのが、
通常行われていた方法である。すなわち、当業技術者は、各自の分析機器を用いて
未知試料たるポリブタジエンの赤外線吸収スペクトルを得て、これについて既存の
吸光係数を用いてシス、トランス及びビニルの各含有量を測定することが常套手段
となつていたのである。そしてこのことは、例えば英国特許第八一七六九三号明細
書（乙第一〇号証添付証拠Ａ）、ベルギー特許第五五一八五一号明細書（乙第二八
号証）及び英国特許第八七三〇四六号明細書（乙第二九号証）において、ポリブタ
ジエンのシス、トランス及びビニルの定量分析法として赤外法が採用されている
が、そこには標準物質は記載されずにそれぞれ特定の吸光係数が記載され、それを
用いて測定するように指示していることからも明らかである。
（ロ）　ところで、本件特許出願当時すでに【Ｅ】、【Ｆ】、【Ｇ】、【Ｈ】、
【Ｉ】及び【Ｊ】並びに【Ａ】らによつて、それぞれの研究に基づく吸光係数が発
表されているが、このうち【Ａ】らの発表した吸光係数は、【Ｅ】、【Ｆ】、
【Ｇ】、【Ｈ】、【Ｉ】及び【Ｊ】の各分析手法におけるそれに比較して標準物質
としてシス、トランス及びビニルをそれぞれ高純度に含有する三種のポリブタジエ
ン（ビニル及びトランスを少量しか含有しないハイシスポリブタジエン、一〇〇％
のトランスポリブタジエン、痕跡程度のトランスしか含有しないハイビニルポリブ
タジエン）を用いて決定されているから、この吸光係数が吸光係数の最初の見積り
が低分子オレフインに基づいている【Ｅ】、【Ｆ】、【Ｇ】のそれ及び【Ａ】らよ
り純度の低いポリブタジエンを用いている【Ｈ】、【Ｉ】及び【Ｊ】のそれに比べ
て優れていて、最も高い普遍性を有していることは何人にも明らかであり、【Ａ】
らの吸光係数は各種文献において最も優れているという評価を受けているのであ
る。そして当業技術者のみならず、公的研究機関である工業技術院東京工業試験所
は、【Ａ】らの吸光係数についてのこの正当な評価を支持し、従来発表されていた



既存の吸光係数のなかでも【Ａ】らのそれが最も信頼できる数値であるとして
【Ａ】らの吸光係数をそのまま用いるところの吸光係数借用法を採用しているので
ある。
（ハ）　以上によれば、本件特許出願当時最も信頼できる方法ないし標準的方法は
【Ａ】らの吸光係数をそのまま用いるところの吸光係数借用法（以下、「【Ａ】ら
の吸光係数借用法」という。）である。
（３）　被告の使用しているポリブタジエンのビニル含有量は、【Ａ】らの吸光係
数借用法によると一〇％を超える。
　よつて、この点において、すでに被告の製造販売にかかる耐衝撃性ポリスチレン
の製造方法は、本件特許発明の技術的範囲に属しない。
（二）　原告は、本件特許請求の範囲の欄に記載のポリブタジエンのビニル含有量
が一〇％以下というのは、客観的事実を意味し、特定の、ポリブタジエンのビニル
の定量分析法と関係づけて限定した数値ではないと主張するが、右主張は、以下に
述べるとおり理由がない。
すなわち、
（１）　原告の右主張は、一〇％という概念の意味内容が客観的に定められた数値
であることを根拠としているけれども、一〇％の概念自体が明瞭であるからといつ
て、そのことから直ちに本件特許請求の範囲の欄に記載のビニル含有量が一〇％以
下であることの意味内容が明瞭になるものではなく、被告に主張するように特定
の、ポリブタジエンのビニルの定量分析法との関連においてはじめて明らかにでき
る性質の事柄である。
（２）　本件特許請求の範囲の欄に記載されているポリブタジエンのビニル含有量
の数値は、産業界に対して具体的な物としてのポリブタジエンのうち所期の目的を
達成するものを特定し、その範囲を確定するという機能を有しなければならないの
であるが、
原告の主張するようになんらのポリブタジエンのビニルの定量分析法も前提としな
い客観的事実そのものは、技術の世界とはかけ離れた単なるイデアとして存在しう
るのみであつて、本件特許出願当時の当業技術者において知る由もなく、かつ、右
に述べた機能を有しない。したがつて、本件特許請求の範囲の欄に記載のポリブタ
ジエンのビニル含有量が一〇％以下という意味を客観的事実と解する原告の主張は
明らかに誤つている。しかして、本件特許請求の範囲の欄に記載されているポリブ
タジエンのビニル含有量についての数値に前記機能をもたせるためには、右数値は
何らかの具体的なポリブタジエンのビニルの定量分析法によつて得られたあるいは
得られる数値であり、その定量分析法と不可分一体のものと解してはじめて可能で
ある。もつとも原告は、ＮＭＲ法を最も信頼できるポリブタジエンのビニルの定量
分析法であると主張しているので、このことはＮＭＲ法によるポリブタジエンのビ
ニル含有量についての定量分析結果をもつて客観的事実であるとするもののようで
あるが、ＮＭＲ法は測定条件の選択に困難があつて、ある測定条件を設定した特定
の定量分析結果が赤外法によるそれに比べて真実に近いとはいえないのであるが、
この点を別としても、ＮＭＲ法による定量分析結果は、原告の立場からいつても、
せいぜい現時点における客観的事実に近い値としか評価しえないのであつて、ＮＭ
Ｒ法によつて認識される事実とイデアとしての客観的事実とが一致している保証は
どこにもないのである。
　したがつて、ＮＭＲ法による、ポリブタジエンのビニル含有量についての定量分
析結果をもつて客観的事実とはいえない。
（３）　また原告の主張に従うと、本件特許出願当時には本件特許請求の範囲の欄
に記載されているポリブタジエンのビニル含有量について数値に該当しないビニル
含有量からなるポリブタジエンを、本件特許出願後あらたに開発されたポリブタジ
エンのビニルの定量分析法による、ポリブタジエンのビニル含有量についての数値
の故をもつて、本件特許請求の範囲の欄に記載されているポリブタジエンに該当さ
せることを可能にする。
しかしこのような結論は、特許発明の技術的範囲の解釈として明らかに不当である
から、このことからいつても原告の前記主張が誤つていることは明らかである。
（４）　更に原告の主張は、本件特許出願当時におけるポリブタジエンのビニルの
定量分析法に関する技術水準及び本件特許権の成立の経緯を無視するものである。
すなわち、本件特許出願当時存在したポリブタジエンのビニルの定量分析法は赤外
法のみであつて、それ以外のポリブタジエンのビニルの定量分析法は知られていな
かつた。ところで原告は、本件特許請求の範囲の欄に記載されているビニル含有量



が一〇％以下とは、客観的事実を意味し、特定の、ポリブタジエンのビニルの定量
分析法と関係づけて限定した数値ではないと主張していながら、本件において具体
的に主張立証していることの主たる内容は、被告の使用しているポリブタジエンの
ビニル含有量がＮＭＲ法による定量分析結果によれば一〇％以下であるということ
である。これは究極的には本件特許請求の範囲の欄に記載のビニル含有量をＮＭＲ
法に基づく数値であると主張すること以外の何物でもない。ところがポリブタジエ
ンのビニルの定量分析法としてのＮＭＲ法は本件特許出願後に開発された新しい方
法であつて、本件特許出願当時には行われていなかつたものである。したがつて、
本件特許出願請求の範囲の欄に記載されているポリブタジエンのビニルの含有量に
ついての数値を本件特許出願後に開発されたＮＭＲ法に基づく数値であると解釈す
ることは、本件特許出願当時のポリブタジエンのビニルの定量分析法に関する技術
水準を無視することになつて許されないといわなければならない。もつともこの点
について原告は、本件特許出願当時、ＮＭＲ法によつてポリブタジエンのビニル含
有量を測定することが可能であつた旨主張するけれども、本件においては、本件特
許請求の範囲の欄の記載から明らかなように、ポリブタジエン中のビニル含有量だ
けでなく、シス含有量をも本件特許出願当時実施可能な、ポリブタジエンのビニル
及びシスの定量分析法によつて確定しなければならないのであるが、本件特許出願
当時、ポリブタジエンのシス含有量を測定することができないＮＭＲ法は、本件特
許請求の範囲の欄に記載のポリブタジエンのビニル、シスの各含有量を測定する方
法として用いることはできないというべきである。それ故ＮＭＲ法に基づくポリブ
タジエンのビニルの定量分析結果は本件においては考慮すべきではない（因みに、
被告の使用しているポリブタジエンにビニル含有量は、ＮＭＲ法によつても一〇％
を超える）。
　また、原告の主張は、本件特許権成立の経緯からいつても理由がない。つまり、
本件特許出願当時、ポリブタジエンのシス、トランス及びビニルの定量分析法であ
る赤外法には、着目する波長及び吸収量から、シス、トランス及びビニルの各含有
量を計算する際に用いる吸光係数の如何によつて種々の分析手法が発表されていた
が、これらの分析手法に基づく定量分析結果はそれぞれ異なることが知られてい
た。そして、このように分析手法によつてその定量分析結果が異なるという実状の
下で、しかもビニル含有量が八・九％から一六・五％に至るポリブタジエン（イタ
リア特許第五九二四七七号）あるいはビニル含有量が一〇・三％から一三・六％に
至るポリブタジエン（英国特許第八一七六九三号）が公知であるという状況下にお
いて、ビニル含有量一〇％以下のものが効果があり、ビニル含有量一〇％を超える
ものは効果がないとして本件特許発明の特許出願がなされたのである。しかして、
出願人である原告は、出願手続中において、その引用特許発明に対する本件特許発
明の相違としてビニル含有量を一〇％以下に限定した点を挙げ、これを強調してい
るのである。すなわち、数値的に近接した多数の公知のポリブタシエンの一群をビ
ニル含有量が一〇％以下という基準で分断し、その一方を用いることを要件とし、
他方を排斥したのが本件特許発明なのである。したがつて、右の多数の公知のポリ
ブタジエンが、あるポリブタジエンのビニルの定量分析法によれば本件特許発明の
ポリブタジエンに該当し、他のポリブタジエンのビニルの定量分析法によれば該当
しないという事態が生じることになる。その意味で、本件特許発明におけるビニル
含有量が一〇％以下という意味が客観的事実をいうとしても、実際にはポリブタジ
エンのビニルの定量分析法の如何によって、認識される事実は相違するのである。
そうすると、右ビニル含有量が一〇％以下という意味を、特定のポリブタジエンの
ビニルの定量分析法と関係づけて限定した数値ではないという原告の主張は、本件
特許権の成立の経緯からも否定されるべきである。
（５）　原告は、【Ａ】らの吸光係数借用法を含めていわゆる吸光係数借用法は、
各分析者の使用する分析器機などによつて定量分析結果にかなりの巾広いばらつき
が生じ、その定量分析結果は誤りが多くて信頼することができず、また吸光係数借
用法によつて得られた定数分析結果と現実の客観的な正しい数値を比べた場合に、
どの程度の誤差が生じたか正確には確認することができず再現性がなく、しかもこ
のことはこの種技術分野の技術者の技術常識となつていたから、本件において、吸
光係数借用法を用いることは許されない旨主張する。しかしながら、原告の主張す
るような分析器機などの如何による誤差は通常の測定に伴う程度の誤差であり、現
に被告の使用しているポリブタジエンについて、種々の分析器機によつて、【Ａ】
らの発表した吸光係数を用いて、測定した結果はほぼ同一である（乙第二ないし第
四号証、第六号証、第一九号証）から、この点についての原告の主張は理由がな



い。
（６）　原告は、本件特許出願当時のポリブタジエンのビニルの定量分析法である
赤外法のうち、【Ａ】らが行つたのと同一の分析手法によつて、被告の使用してい
るポリブタジエンのビニル含有量を測定した定量分析結果（甲第一五号証）による
と、現在知られている客観的な事実に近い定量分析結果（九・四％）に極めて近似
した数値（九・一％）が得られていると主張する。しかし、原告の主張する右分析
手法は、吸光係数を求めるにあたり、ＮＭＲ法を用いている点及び標準物質である
ポリブタジエンの不飽和度を測定して求めている点において【Ａ】らの行つた分析
手法と相違している。まず、吸光係数を求めるにあたつてＮＭＲ法を用いた点が
【Ａ】らの行つた分析手法と相違するというには、標準物質であるポリブタジエン
のビニル含有量をＮＭＲ法によつて求め、その結果に合致するようにビニルによる
吸光係数を定め、これと辻褄の合うように順次他の吸光係数を求めているというこ
とである。ところが、ＮＭＲ法を用いてポリブタジエンのビニル含有量を測定する
ことは本件特許出願当時いまだ行われておらず、したがつて、このような方法によ
る結果を基礎にして吸光係数を決定する方法は、実質的にはＮＭＲ法というべく、
本件特許出願当時の技術水準とは全く無縁の方法である。
　次に、標準物質であるポリブタジエンの不飽和度を測定して求めている点が
【Ａ】らの行つた分析手法と相違するというのは、右不飽和度につき【Ａ】らが行
つた分析手法では、理論値（一〇〇％）を用いているということである。ところ
で、本件特許出願当時だけでなくその後においても、標準物質であるポリブタジエ
ンの不飽和度を測定して求めずに理論値（一〇〇％）を用いるのが常であった。そ
れは、ポリブタジエンの不飽和度を測定して求めるには信頼しうる方法がなく、か
えつて理論値（一〇〇％）を採用した方が正確であるからである。したがつて、原
告の主張する分析手法は、標準物質であるポリブタジエンの不飽和度について、単
に【Ａ】らの行つた分析手法を変更したというにとどまらず、その変更にあたつ
て、本件特許出願当時ポリブタジエンのビニル含有量を測定する際に通常用いられ
ていない方法を採用している。
　よつて、原告の主張する分析手法は、【Ａ】らの行つた分析手法でないばかりで
なく、本件特許出願当時未知の方法であつて、それに基づく定量分析結果は、本件
において考慮されるべきでない。
（７）　原告は、被告の使用しているポリブタジエンと、遠い過去の訴外フアイヤ
ーストン社のポリブタジエンとを同視し、右フアイヤーストン社の製法によるポリ
ブタジエンについての発表などが被告の使用しているポリブタジエンに関連を有し
ているかの如く主張しているけれども、被告の使用しているポリブタジエンは、そ
の製造元である訴外旭化成工業株式会社が右フアイヤーストン社からの導入技術に
大変更を加えた製法によつて製造されたものである。そして、製造条件が相違すれ
ばポリブタジエン中のビニル含有量が異なることは、従来から明らかにされている
から、被告の使用しているポリブタジエンは、遠い過去の訴外フアイヤーストン社
のポリブタジエンとは明らかに別物である。したがつて、訴外フアイヤーストン社
によつて製造されているポリブタジエンについていかなる発表がなされていようと
も、被告の使用しているポリブタジエンには何らの意味も有しない。
三　被告の主張に対する原告の反論
１　被告は、ポリブタジエンのビニルの定量分析法の相違によつてその定量分析結
果は異なる旨主張するけれども、請求の原因で述べたとおり、いかなるポリブタジ
エンのビニルの定量分析法であつても、それが適正に行われた場合には同じ定量分
析結果になるはずである。しかして、本件特許出願当時から現在に至るまでポリブ
タジエンのシス、トランス及びビニルの定量分析法として、赤外法とＮＭＲ法とが
あるが、このうち赤外法においても各種の分析手法が行われているものの、その基
本原理は同一であつて定量分析結果が分析手法によつて異なるものではない。これ
らの各分析手法を適正に行えば、いずれもその誤差は絶対値％でコンマ以下であ
る。そして、誤差の大小は各分析手法の如何によつてではなく、個々の具体的分析
にあたつて、その分析手法を統一的に矛盾なくしかも個々の可変要素を厳密に正確
に把握して行うかどうか、個々の分析者の熟練度、注意力如何ということによつて
大きく左右されるのである。また、ＮＭＲ法と赤外法が、ポリブタジエンのシス、
トランス及びビニルの各含有量を測定した定量分析結果において、異なつた数値を
呈することを示唆する科学的証明はない。科学的見地からいえば、両方法をそれぞ
れの測定条件に従つて適正に行えば、その定量分析結果はほぼ一致するはずであ
る。このことは科学文献においてしばしば暗黙の前提となつているのであつて、例



えば乙第二四号証には「この方法（【Ｋ】等の報告によるＮＭＲ法）はポリイソプ
レンゴム……の赤外線分析の検定法としては理想的方法である。」とされているこ
とからも肯認されるのである。よつて、被告の前記主張は理由がない。更に、被告
は前記主張を前提にして、ポリブタジエンのビニルの定量分析法を知らなければ、
本件特許出願当時の当業技術者は、本件特許発明を実施できないという趣旨の主張
をしているけれども、前記主張がすでに述べたように理由がないのであるから右主
張はその前提を欠くばかりでなく、本件特許発明の明細書に従えば実施例に示され
ているとおりのものを用いればよいのであるから、ポリブタジエンのビニルの定量
分析法を知らなければ本件特許発明を実施できないものではない。よつて、被告の
右主張も理由がない。
　したがつて、本件特許請求の範囲の欄に記載のポリブタジエンのビニル含有量が
一〇％以下というのは、特定のポリブタジエンのビニル定量分析法と関係づけて限
定した数値ではない。
２　本件特許出願当時行われていた赤外法のうちで、【Ａ】らの吸光係数借用法を
含むいわゆる吸光係数借用法は、次の理由によつて本件特許出願当時の当業技術者
によつて行われていなかつた。すなわち、①当業技術者は、ポリブタジエンのシ
ス、トランス及びビニルの各含有量を測定するに際して、他人が発表した吸光係数
を借用してポリブタジエンのシス、トランス及びビニルの各含有量を測定すること
はある。しかし、それは、含有量の確認がさほど重視されない場合に、いわゆる簡
便法として用いられているにすぎず、本件のような、ポリブタジエンのビニル含有
量について、その数パーセントの異同を問題にする場合には、分析機器にそれぞれ
固有の特性があつて、どの分析機器にもあてはまる吸光係数はなく、各分析機器毎
に吸光係数は異なるので、当業技術者は、その使用する分析機器及び測定条件に従
つて個別に吸光係数を求めて、ポリブタジエンのシス、トランス及びビニルの各含
有量を測定するいわゆる吸光係数決定法を用いることが、本件特許出願当時も現在
も変らない赤外法の分野における技術常識である。
そして現に【Ａ】らに限らず、【Ｅ】、【Ｆ】、【Ｇ】、【Ｈ】、【Ｉ】及び
【Ｊ】の本件特許出願当時発表されていたポリブタジエンのシス、トランス及びビ
ニルの各含有量を測定した報告においては、いずれも自ら吸光係数を求めた上でポ
リブタジエンのシス、トランス及びビニルの各含有量を測定している。更にこの点
に関連して被告は、英国特許第八一七六九三号、ベルギー特許第五五一八五一号及
び英国特許第八七三〇四六号の各明細書には、それぞれ特定の吸光係数が記載さ
れ、それを用いて測定するように指示しているから、当業技術者は各自の分析機器
を用いて未知試料たるポリブタジエンの赤外線吸収スペクトルを得て、これについ
て既存の吸光係数を用いてそのシス、トランス及びビニルの各含有量を測定する、
いわゆる吸光係数借用法が常套手段となつていた旨主張するけれども、右各明細書
記載の吸光係数は、明細書の作成者がそれぞれ自から標準物質を用いて求めた吸光
係数であつて、測定が正当な手続を履んでなされた裏付けとして示されているので
あり、しかも明細書の作成者は当業技術者に対して、右の各吸光係数を用いるべき
であると述べているわけではないのである。②【Ａ】らの吸光係数借用法を含めて
いわゆる吸光係数借用法は、各分析者の使用する分析機器などによつて定量分析結
果にかなりの巾広いばらつきが生じ、実際には数一〇％、場合によつては五〇％も
異なることがあつて再現性が悪く、その定量分析結果は誤りが多くて信頼すること
ができず、また吸光係数借用法によつて得られた定量分析結果と現実の客観的な正
しい数値と比べた場合に、どの程度の誤差が生じたか正確には確認することができ
ず、しかもこれらのことはこの種技術分野の技術者の技術常識となつている。した
がつて、例えばポリブタジエンのビニル含有量が現実には七％ないし八％であるの
に、【Ａ】らの吸光係数借用法では一二％ないし一三％という誤つた定量分析結果
になつても不思議ではないのである。よつて、この点からも本件において吸光係数
借用法を用いることは許されない。
３　【Ａ】らの吸光係数借用法は、本件特許出願当時のポリブタジエンのビニルの
定量分析法のうちで、最も信頼できる方法でも、また標準的方法でもない。すなわ
ち、赤外法のうちで【Ｅ】、【Ｆ】、【Ｇ】、【Ｈ】、【Ｉ】及び【Ｊ】及び
【Ａ】らによつてそれぞれの分析手法が報告されているが、その中で【Ａ】らの分
析手法が一般的であつたということはなく、また最も優れているという評価もされ
ていない。このことは、被告方法において使用されているポリブタジエンの製法に
ついて技術援助している訴外フアイヤーストン・タイヤ・アンド・ラバー・カンパ
ニーが【Ｆ】の分析手法を採用していることからも明らかであろう。



　しかして、【Ａ】らの分析手法が一般的で最優秀であるとする根拠を探究する
と、本件特許出願後の昭和三九年に、【Ａ】らの分析手法を日本に紹介した者が広
めたところの、誤解に発した見解に依拠しているものであつて、本件特許出願当時
には少なくともそのような誤解は存在しなかつたから、【Ａ】らの分析手法が一般
的で最も優れているなどということは、誤解としてであれ、全く存在しなかつたの
である。ところで、被告は、公的研究期間である工業技術院東京工業試験所が
【Ａ】らの吸光係数を最も信頼できる数値であるとして、【Ａ】らの吸光係数借用
法を採用している旨主張するけれども、正確な定量分析結果が要求される本件のよ
うな場合には、同所においても、自から吸光係数を求めたうえで、ポリブタジエン
のビニル含有量を測定する方法を採用しているから、同試験所が【Ａ】らの吸光係
数を最も信頼できる数値であると認めているということはない。更に、被告は、
【Ａ】らの発表した吸光係数は、【Ｅ】、【Ｆ】、【Ｇ】、【Ｈ】、【Ｉ】及び
【Ｊ】のそれに比較して優れていて最も高い普遍性を有していると主張し、その根
拠として、吸光係数を決定するについて、【Ａ】らは、シス、トランス、及びビニ
ルをそれぞれ高純度に含有しする三種のポリブタジエンを標準物質として用いてい
るのに対し、【Ｅ】、【Ｆ】、【Ｇ】は吸光係数の最初の見積りは低分子オレフイ
ンに基づいている点をあげている。しかし、標準物質の組成や九個の吸光係数を決
定する反復法においては、最後の値が重要であつて、最初の見積りは反復手続の出
発点にすぎず、その反復により収れん値に近づくものである限り、最初の見積りは
重要ではない。そして、最初の見積りが悪い場合には、最終の収れん値に到達する
ために何回も反復をしなければならないが、反対の場合には、反復の回数が少なく
てすむというにすぎない。したがつて【Ａ】らが、高純度のシス、トランス及びビ
ニルの各ポリブタジエンを標準物質として用いたことは、計算を容易にする有利性
として考えられるが、吸光係数の正確な測定を行うための決定的要因ではない。よ
つて、標準物質の組成によつてその吸光係数の優劣が決定されるわけではないか
ら、被告の主張は理由がない。
４　以上１ないし３に述べたことから明らかなとおり、【Ａ】らの吸光係数借用法
は、本件特許出願当時の当業技術者によつて行われてはいなかつた方法であり、も
し一部で行われていたとしても、最も信頼できる方法あるいは標準的方法とは到底
いえないから、【Ａ】らの吸光係数借用法を根拠に、同方法によれば、被告の使用
しているポリブタジエンのビニル含有量は一〇％を超えるから、被告の製造販売に
かかる耐衝撃性ポリスチレンの製造方法はこの点において本件特許発明の技術的範
囲に属しないとする被告の主張は失当である。
５　被告は、原告が本件特許出願当時のポリブタジエンのビニルの定量分析法とし
て用いられていた赤外法のうちで、【Ａ】らが行つたのと同一の分析手法によつて
被告の使用しているポリブタジエンの微細構造成分の含有量の測定を行つたことに
関し、右分析手法は、吸光係数の求め方について【Ａ】らの行つた分析法と相違し
ている旨主張する。しかしながら、まず標準物質であるポリブタジエンのビニル含
有量をＮＭＲ法によつて求めた点については、右の点以外はすべて赤外法によつて
いるのであつて、しかもこの標準物質たるポリブタジエンの組成決定を、後に赤外
線吸収スペクトルにより求めた結果によると、その誤差は〇・一％ないし〇・二％
の範囲にすぎず、いずれにしても結果は殆んど一致している。したがつて、本件特
許出願当時の当業技術者が赤外法のみによつたとしても同様の結果を得たはずであ
るから、被告のこの点に関する主張は理由がない。次に、標準物質であるポリブタ
ジエンの不飽和度を測定して求めている点については、ポリブタジエンの不飽和度
が決して理論値どおり一〇〇％でないことは本件特許出願前から知られており、ま
たポリブタジエンの不飽和度の測定法として一塩化沃素法も明らかにされており、
現に一般的に広く行われていたのであるから、ポリブタジエンの不飽和度を測定し
て求めたことは【Ａ】らの行つた分析手法の正しい適用であるというべきである。
６　被告は、本件特許出願当時、ポリブタジエンのビニルの定量分析法としてのＮ
ＭＲ法は行われていなかつた旨主張する。しかしながら、本件特許出願当時すでに
ＮＭＲ法が存在していて、これによつて各種ポリマーの定量分析が行われていたの
であるから、ポリブタジエンが他のポリマーと特にその定量分析法を異にしなけれ
ばならない理由がない以上、ポリブタジエンのビニルの定量分析法としてＮＭＲ法
を用いることは可能であつた。そして、たとえ本件特許出願当時のＮＭＲ法による
定量分析技術ではポリブタジエンのシスとトランスのピークが分離せず、その総量
としてしか測定できなかつたとしても、ビニル含有量の測定は可能であつたから、
ポリブタジエンのビニル含有量が争点となつている本件においては、ＮＭＲ法をポ



リブタジエンのビニルの定量分析法として用いることは可能であつたというべきで
ある。そして被告の使用しているポリブタジエンのビニル含有量は、ＮＭＲ法によ
ると一〇％以下である。
７　被告は、被告の使用しているポリブタジエンの製法が訴外フアイヤーストン社
のポリブタジエンの製法に大変更を加えたものであるにもかかわらず、原告は右両
ポリブタジエンを同一視するような主張をしていると論難するけれども、製法の変
更は方法についての技術面に関するものであつて、化学面に関するものではないか
ら、いずれの製法によつて得られたポリブタジエンであつても、ビニル等の微細構
造成分の含有量に実質的な変更をもたらすものではない。そして、このことは、昭
和五ニ年に刊行された一般の公刊物においても、被告の使用しているポリブタジエ
ンと訴外フアイヤーストン社製のポリブタジエンは、いずれもビニル含有量が一〇
％以下であることが公表されており、また甲第七ないし第九号証の実験に供されて
いるポリブタジエンは、被告の使用しているポリブタジエン及び訴外フアイヤース
トン社製のそれであることからも、裏付けられるのである。よつて、被告の前記論
難はあたらない。
第三　証拠関係（省略）

　　　　　　　理　　　由

一　原告が本件特許権の特許権者であること、本件特許請求の範囲の欄の記載が原
告主張のとおりであること、被告の製造販売にかかる耐衝撃性ポリスチレンの製造
方法が、使用するポリブタジエンのシス及びビニルの各含有量を除き、別紙目録記
載のとおりであることは当事者間に争いがない。
ニ　右当事者間に争いのない本件特許請求の範囲の欄の記載及び成立に争いのない
甲第二、第三号証の記載によれば、本件特許発明の構成要件は次のとおりであるこ
とが認められる。
Ａ　モノビニル芳香族単量体を全重合体重量を基にして一％ないし二〇％のポリブ
タジエンの存在下で重合すること。
Ｂ　右ポリブタジエンは少なくともニ五％のしかも九〇％以下のシス含有量と一〇
％以下のビニル含有量を有すること。
Ｃ　高められた耐衝撃性を有するモノビニル芳香族重合体組成物の製造方法である
こと。
三　そこで、被告の製造販売にかかる耐衝撃性ポリスチレンの製造方法において、
これに使用されているポリブタジエンのビニル含有量が、原告主張のとおり、一〇
％以下であるかどうかについて判断する。
１　ところで、本件特許請求の範囲の欄に記載されているポリブタジエンのビニル
含有量が一〇％以下であることの意味につき、原告は、右記載は客観的事実を意味
するのであつて、特定の、ポリブタジエンのビニルの定量分析法と関係づけて限定
した数値ではない旨主張するのに対し、被告は、右記載は本件特許出願当時の最も
信頼できる方法あるいは標準的方法に基づく数値である旨主張するので、まずこの
点について検討する。
　前記認定のとおり、本件特許発明ではポリブタジエンのビニル含有量が数値で示
されており、してみれば、数値自体の意味するところは明瞭であるから、一〇％以
下のビニル含有量をもつポリブタジエンを、一〇％を超えるビニル含有量をもつポ
リブタジエンと概念的に区別するためには、なるほど、原告が指摘するとおり、何
らの基準、尺度も必要としないし、また、前顕甲第二、第三号証によれば、本件特
許発明の明細書には、本件特許請求の範囲の欄に記載されているビニル含有量が一
〇％以下という数値が、ある特定の、ポリブタジエンのビニルの定量分析法に基づ
く数値である旨の記載あるいはポリブタジエンのビニル（シス、トランスについて
も同様）の定量分析法についての記載は存しないことが認められるから、これらの
ことに徴すれば、本件特許請求の範囲の欄記載の、ビニル含有量が一〇％以下とい
うのは、客観的事実を指称し、特定の、ポリブタジエンのビニルの定量分析法と関
係づけて限定した数値ではないかのようにみえる。しかしながら、一〇％以下のビ
ニル含有量をもつポリブタジエンを、一〇％を超えるビニル含有量をもつポリブタ
ジエンと概念的に区別し、特定するために何らの基準、尺度も必要としないという
ことから、直ちに、前記「ビニル含有量が一〇％以下」の意味を、ある特定の、ポ
リブタジエンのビニルの定量分析法とは無関係と速断することはできない。けだ
し、本件特許発明のポリブタジエンのビニル含有量が数値で示されていて、数値自



体の意味するところが明瞭であつても、このビニル含有量は、ある特定の、ポリブ
タジエンのビニルの定量分析法によつて測定しなければ、数値として把握すること
ができないのであるから、本件特許請求の範囲の欄記載の、ビニル含有量が一〇％
以下というのは、ある特定の、ポリブタジエンのビニルの定量分析法に基づく数値
と解してはじめて成立つからである。もつとも、ポリブタジエンのビニルの定量分
析法が相違しても、その定量分析結果が相違するものと認められない場合は、いず
れの方法でも同じであることになるから、ポリブタジエンのビニルの定量分析法
は、単に、ポリブタジエンのビニル含有量を確認する手段にすぎないことになり、
したがって、ポリブタジエンのビニルの定量分析法として、ある特定の方法のもの
には限定されないと解する余地がないではない。しかし、以下に説示するとおり、
現実には、ポリブタジエンのビニルの定量分析法が相違することによつて、その定
量分析結果が異なるのであるから、本件特許請求の範囲の欄記載の、ビニル含有量
が一〇％以下というのは、ある特定の、ポリブタジエンのビニルの定量分析法に基
づく数値と解するのを相当とする。すなわち、成立に争いがない甲第一七、第ニ三
ないし第二七号証、乙第八、第一〇号証、第一三号証の一ないし五、第一八、第ニ
〇、第ニ六、第ニ九号証、第三八号証の一、ニ、第四四号証の一ないし三、証人
【Ｌ】の証言により真正に成立したものと認められる乙第ニ一号証の一、本件口頭
弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙第四〇号証、証人【Ｌ】、
同【Ｍ】の各証言に本件口頭弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実を認めることが
できる。
（一）　ポリブタジエンのシス、トランス及びビニルの定量分析法には、現在、大
別してＮＭＲ方と赤外法との二種類の方法があるが、ＮＭＲ法と赤外法はその基本
原理が相違していること、被告の製造販売にかかる耐衝撃性ポリスチレンに用いら
れているポリブタジエンのビニル含有量は、例えばＮＭＲ法によると八・七％（甲
第一七号証）であるのに対し、赤外法によると一一・四％（乙第四〇号証）である
こと。
（ニ）　赤外法の概要は、次のとおりであること。
（１）　基本原理
（イ）　ポリブタジエンに赤外線を照射するとポリブタジエン中のシス、トランス
及びビニルはそれぞれ特定波長の光を吸収する。この、光を吸収する部分を「吸収
帯」あるいは「キーバンド」という。
（ロ）　吸収帯において吸収される赤外光の強さは、ポリブタジエンのシス、トラ
ンス及びビニルのそれぞれの含有量に光路路離を乗じたものと比例する。
この比例関係はランベルトーベール（Ｌａｍｂｅｒｔ‐Ｂｅｅｒ）の法則の示すと
ころである。
（ハ）　ランベルトーベールの法則は次の方程式で表わされる。
Ｄ＝ｌｏｇＩ０／Ｉ＝ｋｃｔ
（式中、Ｄは吸光度。Ｉ０は光路距離ｔのセルに溶媒のみを入れたときの透過光の
強さ。Ｉは同じセルにシス、トランス及びビニルのいずれかの成分含有量Ｃのポリ
ブタジエンの溶液を入れたときの透過光の強さ。ｋは吸光係数を示す。）ところ
で、ポリブタジエンにあつては、赤外線吸収スペクトルの特定の吸収帯における光
吸収の強さは、特定の微細構造成分（例えばビニル）のみによるのではなく、その
特定の微細構造成分（ビニル）を主とし、他の二つの微細構造成分（シス、トラン
ス）が加わつたものと考えられるので、次の三元連立方程式が導かれる。
Ｄ１＝（ｋ１１ｃ１＋ｋ１２ｃ２＋ｋ１３ｃ３）ｔ
Ｄ２＝（ｋ２１ｃ１＋ｋ２２ｃ２＋ｋ２３ｃ３）ｔ
Ｄ３＝（ｋ３１ｃ１＋ｋ３２ｃ２＋ｋ３３ｃ３）ｔ
（式中、Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３は、それぞれシス、トランス及びビニルの各吸収帯にお
ける吸光度。ｋは吸光係数で、シス、トランス及びビニルの各吸収帯（上添字の
１、２、３）の位置におけるシス、トランス及びビニル（下添字の１、２、３）の
吸光係数。Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３はそれぞれシス、トランス及びビニルの各含有量。そ
してｔはセルの光路距離を示す。）
以上から明らかなように、ポリブタジエンのシス、トランス及びビニルの各含有量
は通常九個の吸光係数を用いて算出される。
（２）　赤外法における吸光係数決定法についても、その分析手法に相違があつ
て、すなわち、標準物質が低分子化合物かポリブタジエンかという種類の違い、ま
た標準物質としてポリブタジエンを用いた場合にも、その純度の高低、吸収帯の選
定、不飽和度として測定値を用いるか理論値一〇〇％を用いるかなどにより、吸光



係数が異なり、それによって未知試料たるポリブタジエンの定量分析結果が異な
る。
（３）　英国特許第八七三〇四六号明細書（１、４シス構造を有する結晶性ブタジ
エン重合体及びその製造方法）中に「我々は、赤外分析法には多くの方法があり、
それらが異なる結果をもたらすこと、したがってポリマー中に存在する１、４シ
ス、１、４トランス、１、２各構造の割合を比較する場合、特定の赤外線分析法を
採用するよう考慮する必要があると認識している。このため我々は、本願明細書及
びそれに基づく特許請求の範囲の中で記載されている、これら各構造の割合を確定
する際に我々が採用した方法を記述したものである。」と記載されている。
　以上の事実が認められ、乙第二四号証、第三七号証の一ないし三の各記載はいま
だ右認定を左右するに足りず、また右認定に反する甲第四三号証の一、二、第四四
号証、第四六ないし第四八号証の各一、二の各記載は前掲各証拠に照らしてにわか
に採用し難く、他に右認定を覆えすに足る証拠はない。
　右認定事実を総合すれば、赤外法にあつても、標準物質の選定、吸収帯の選択な
どスペクトルの定量的取扱いの手法が相違すれば、その定量分析結果が異なること
は明らかであり、またＮＭＲ法と赤外法とではその基本原理が異なつていて、現に
被告の製造販売にかかる対衝撃性ポリスチレンに使用されているポリブタジエンの
ビニル含有量は、前記認定のとおり、ＮＭＲ法によると八・七％であるのに対し、
赤外法によると一一・四％であつて、これらの数字は、それぞれの方法におけるい
わゆる誤差なるものを考慮に入れても、かなり相違していると解されるから、ポリ
ブタジエンのビニル含有量の定量分析結果は、単に方法の適用の厳密性や取扱い上
の熟練度などに基づく相違だけでなく、より根本的に、ポリブタジエンのビニルの
定量分析法の違いによつて異なるものと断ぜざるをえない。
　かように、ポリブタジエンのビニルの定量分析法が相違するとその定量分析結果
が異なるのであるから、本件特許請求の範囲の欄に記載されているポリブタジエン
のビニル含有量についての数値は、必然的に、ある特定の、ポリブタジエンのビニ
ルの定量分析法と関係づけられた数値と解さざるをえない。けだし、そう解さなけ
れば、本件特許発明を実施するために用いうるポリブタジエンの異同を判定し、同
定することができないからである。もつとも前掲甲第二号証によれば、本件特許発
明の明細書には、本件特許発明を実施するために使用できるポリブタジエンが、実
施例中に製品名を付して例示されていることが認められるが、もとより本件特許発
明を実施するために使用しうるポリブタジエンは右実施例の製品に限定されないの
であるから、右事実は何ら前記判断を左右するものではない。
２　以上のとおりであるから、本件特許請求の範囲の欄記載の、ビニル含有量が一
〇％以下というのは、ある特定の、ポリブタジエンのビニルの定量分析法に基づく
数値と解するのが相当であるところ、その特定の、ポリブタジエンのビニルの定量
分析法というのは、本件特許出願当時において当業技術者が容易に実施することの
できる普通に用いる方法と解すべきである。けだし、本件特許出願当時におけるポ
リブタジエンのビニルの定量分析法に関する技術水準なるものが、一般に当業技術
者として普通に用いる技術手段であると解するのが相当であり、かつ、特許発明が
産業上実施可能な技術を開示するものであることを考えれば、右のように解するこ
とが、合理的であるからである。
３　そこで、次に本件特許出願当時において、当業技術者が容易に実施することの
できる普通に用いる方法とはいかなる方法であるかについて検討する。
（一）　第一項に確定した事実に、前掲甲第二四ないし第二七号証、乙第八、第一
〇号証、第一三号証の一ないし五、第一八、第二〇、第二一号証の一、第二六号
証、第三八号証の一、二、第四四号証の一ないし三、原本の存在及び成立に争いが
ない甲第一号証、成立に争いがない乙第三七、第四一、第四二号証の各一ないし
三、第四三号証の一ないし四、第四五号証の一ないし三、証人【Ｌ】の証言を総合
すれば、次の事実が認められる。
（１）　本件特許発明は、昭和三五年（一九六〇年）九月一〇日に特許出願された
ものであるが、右特許出願当時において、ポリブタジエンのシス、トランス及びビ
ニルの定量分析法として赤外法があつたこと。
（２）　本件特許発明と同一の発明が英国において特許出願されたが、その明細書
（英国特許第一〇〇二九〇一号明細書）に「ポリマーのシス、トランス、ビニル含
量は標準的な赤外法によつて決定することができる。」と明記されていること。
（３）　本件特許出願当時、すでに、【Ｅ】、【Ｆ】、【Ｇ】、【Ｈ】、【Ｉ】及
び【Ｊ】並びに【Ａ】らにおいて、それぞれ標準物質によりポリブタジエンのシ



ス、トランス及びビニルに特有の吸収帯を選定するとともにその吸収帯における吸
光係数を決定し、その吸光係数を用いて種々のポリブタジエンについてシス、トラ
ンス及びビニルの各含有量を測定したことを記載した文献が公表されていたこと。
（４）　本件特許出願の前後を通じてこれら【Ｅ】、【Ｆ】、【Ｇ】、【Ｈ】、
【Ｉ】及び【Ｊ】並びに【Ａ】らの文献に記載されている吸光係数を借用するとこ
ろの吸光係数借用法によつて、ポリブタジエンのシス、トランス及びビニルの各含
有量の測定が行われていたこと。
（５）　【Ａ】らが発表した前記文献には、前記【Ｅ】、【Ｆ】及び【Ｇ】の分析
手法に対して「ポリブタジエンのモノマー単位の諸形態を決定するものとして文献
上知られている諸方法は、それらの著者らが分析対象とする吸収帯の選択及び吸光
係数の計算のために適当なモデル、すなわち最近得られたような異なつた型の不飽
和結合のそれぞれを非常に高含量で有するポリブタジエン類のようなものを利用す
ることができなかつたという事実の故に、充分に精密なものとは見られなかつた」
と記載され、また【Ｈ】、【Ｉ】及び【Ｊ】の分析手法に対して「最近になつて、
【Ｈ】、【Ｉ】及び【Ｊ】（７）は、吸光係数の計算のためにたいへん高含量の
１、４トランス、１、２及び１、４シス単位を有するポリブタジエン類を用い、か
つ、１、４シス単位を決定するためには一二・〇から一五・七五ミクロンの範囲に
及ぶ吸収帯についてのある実験式を用いる方法を発表した。しかしこの最後の方法
は、後に詳しく見るような、一二・〇から一五・七五ミクロンの間の領域において
は、１、４シス単位とは異なる他の吸収帯が入り込んでくるという事実を考慮に入
れていない。」と記載されていること。
（６）　他方【Ａ】らの分析手法について、本件特許出願後間もなく発表されたと
ころの、赤外法によるポリブタジエンのシス、トランス及びビニルの定量分析を紹
介した文献中に、例えば「……代表的な分析方法の　ｋｅｙ　ｂａｎｄ　と吸光係
数を示すが、各方法によりかなり異なつた吸光係数を使用していることがわかる。
これらの方法の中で、標準物質として純度の高い各種異性構造のポリブタジエンを
用いている点で　【Ａ】　の方法が最もすぐれていると考えられる。」と記載さ
れ、そのうえで、【Ａ】らがその文献中において発表したところの吸光係数をその
まま用いて直接ポリブタジエンのシス、トランス及びビニルの各含有量を求める計
算式が記載され、しかもその後に公表された文献中においても、右と同様の各記載
がなされていること。
以上の事実が認められ、右認定を覆えずに足る証拠はない。
（二）　右認定事実を総合すれば、本件特許出願当時の、ポリブタジエンのビニル
の定量分析法は赤外法であつて、これを大別すると、ポリブタジエンのビニルの定
量分析法としての吸光係数決定法と文献に記載されている吸光係数を借用するとこ
ろの、吸光係数借用法とがあつたことが明らかである。そこで、本件特許当時の当
業技術者が容易に実施することのできる、普通に用いるポリブタジエンのビニルの
定量分析法とは、右のうちのいずれの方法であるかを考察するに、証人【Ｌ】の証
言、本件口頭弁論の全趣旨によれば、右の吸光係数決定法を用いる場合には標準物
質としてシス、トランス及びビニルをそれぞれ高純度に含有しているポリブタジエ
ンを三種必要とするところ、本件特許出願当時そのようなポリブタジエンを入手す
ることは困難であつたこと、またそのようなポリブタジエンを入手できたとしても
これらのポリブタジエンを用いて吸光係数（九個）を算出するには複雑な思考と手
順を履まなければならないことが認められ（右認定を覆えずに足る証拠はない。）
これらの事実と、特許発明は科学的真実の追求にあるものではなく、産業上実施可
能な技術を開示するものであるから、当業技術者に対し、ポリブタジエンの、ビニ
ルの含有量の測定についての学術上の専門家であることまでは要求されているもの
ではないと解されることに鑑みれば、本件特許出願当時の当業技術者にとつて、ポ
リブタジエンのビニルの定量分析法としての吸光係数決定法は、到底容易に実施で
きる方法とは認め難いのに対し、前記認定のとおり、本件特許出願当時、すでに
【Ｅ】、【Ｆ】、【Ｇ】、【Ｈ】、【Ｉ】及び【Ｊ】並びに【Ａ】らによつて、そ
れぞれの文献中において吸光係数が公表されていたから、これらの文献中に記載さ
れている吸光係数を借用するところの、ポリブタジエンのビニルの定量分析法とし
ての吸光係数借用法は、本件特許出願当時の当業技術者にとつて容易に実施できる
方法であると認められる。
　しかして、前記認定にかかる（一）（５）、（６）の事実によれば、【Ｅ】、
【Ｆ】、【Ｇ】が文献に発表した分析手法に関し、吸光係数を決定するために用い
る標準物質の種類の点で、また【Ｈ】、【Ｉ】及び【Ｊ】のそれに関し、ポリブタ



ジエンの吸収帯の位置の点で、それぞれ欠点が指摘されているのに対して、本件特
許出願後間もなくして【Ａ】らの分析手法は最も優れた方法であるとされ、かつ、
【Ａ】らが発表したところの吸光係数をそのまま用いて直接ポリブタジエンのシ
ス、トランス及びビニルの各含有量を求める計算式が文献において公表されるとい
う方法で、【Ａ】らの吸光係数を借用するところの、吸光係数借用法がポリブタジ
エンのシス、トランス及びビニルの定量分析法として推奨されているのであるか
ら、本件特許出願当時の当業技術者においても、ポリブタジエンのビニルの定量分
析法として、まずいわゆる【Ａ】らの吸光係数借用法を採用するものと解するのが
最も合理的である。してみると、【Ａ】らの吸光係数借用法が、本件特許出願当時
の当業技術者において普通に用いる方法であるといわざるをえない。
（三）　以上のとおりであるから、本件特許出願当時において、当業技術者が容易
に実施することのできる普通に用いる方法とは、【Ａ】らの吸光係数借用法にほか
ならないのである。
　もつとも、甲第一三、第一四、第二二号証の二、第二三号証、第三二号証の一な
いし四、第四三号証の一、二、第四四号証、第四六ないし第四八号証の各一、二に
は、【Ａ】らの吸光係数借用法を含めて、いわゆる吸光係数借用法は各分析者の使
用する分析機器などによつて定量分析結果にかなりの巾広いばらつきが生じ、実際
には数一〇％、場合によつては五〇％も異なることがあつて再現性が悪く、その定
量分析結果は誤りが多くて信頼することができず、また吸光係数借用法によつて得
られた定量分析結果と現実の客観的な正しい数値と比べた場合に、どの程度の誤差
が生じたか正確には確認することができず、しかもこれらのことはこの種技術分野
の技術者の技術常識になつている旨の原告の主張に添う記載があるけれども、本件
特許出願当時標準物質に値する高純度のポリブタジエンの入手が困難であり、また
吸光係数（九個）を算出するためには複雑な思考と手順を履まなければならないか
ら、当業技術者に対して吸光係数決定法を採用すべきことを求めるのは、当業技術
者にポリブタジエンのシス、トランス及びビニルの各含有量の測定についての学術
上の専門家であることを要求するものであるといつても過言でないところ（なお、
乙第一〇号証添付証拠Ａ、第二八、第二九号証に記載されている、ポリブタジエン
のシス、トランス及びビニルの定量分析法が吸光係数決定法を採用したものである
とは、右各証拠の記載全体に照らしても、断定し離いところである。）本件特許出
願当時の当業技術者にはそのような専門家であることまでは要求されていないこと
前記説示のとおりであり、しかも本件特許出願の前後を通じて赤外法の基本原理な
いし分析手法に特段の変更が認められないにもかかわらず、前記認定のとおり、本
件特許出願後においても【Ａ】らの吸光係数を借用すべきことが文献において推奨
されていたのであり、また、成立に争いがない乙第二、第三号証の一、証認【Ｌ】
の証言によつて真正に成立したものと認められる乙第一九号証によれば、【Ａ】ら
の吸光係数借用法によつて被告の製造販売にかかる耐衝撃性ポリブタジエンに用い
られるポリブタジエンのビニル含有量を測定した結果は、分析機器である赤外線分
光器「島津ＩＲ－二七Ｃ型」では、一三・九％、同じく「島津ＩＲ－二七Ｇ型」で
は一三・九％、同じく「パーキン・エルマー五二一型」では一四・四％であつて
（ただしこれらの値はいずれも配分計算した数値である。）、分析機器が異なつて
もその定量分析結果はほぼ一致していることが認められ（右認定を覆えすに足る証
拠はない。）、これらのことからいつて、前掲各証拠の記載は前記判断を左右する
ものではないというべきである。もつとも原告は、「当業技術者はポリブタジエン
のシス、トランス及びビニルの各含有量を測定するに際して、吸光係数借用法を用
いることはあるけれども、それは含有量の確認がさほど重視されない場合にいわゆ
る簡便法として用いられるにすぎず、本件のようなポリブタジエンのビニル含有量
について、その数パーセントの異同を問題にする場合には、吸光係数決定法による
べきであるということが本件特許出願当時も現在も変らない赤外法の分野における
技術常識である」旨主張するが、右主張に添う甲第四三号証の二の記載はにわかに
採用し難く、また証人【Ｌ】の証言中には右主張に添うかのような供述部分がある
けれども、証言全体からするならば、ポリブタジエンのビニル含有量についての数
パーセント異同が産業上の実施という見地から問題となる場合にまでポリブタジエ
ンのビニルの定量分析法としての吸光係数決定法によるべきであるとの供述とは認
め難く、他に右主張を認めるに足る的確な証拠はない。よつて原告の主張は採用す
ることができない。
　ところで、原告は、更に、本件特許出願当時すでにＮＭＲ法が存在していて、こ
れによつて各種ポリマーの定量分析が行われていたのであるから、ポリブタジエン



が他のポリマーと特にその定量分析法を異にしなければならない理由がない以上、
ポリブタジエンのビニルの定量分析法としてＮＭＲ法を用いることは可能であつた
旨主張するが、前掲乙第二〇号証、第二一号証の一、証人【Ｌ】の証言を総合すれ
ば、本件特許出願当時、ＮＭＲ法においてポリブタジエンのシスとトランスの分離
定量はできなかつたことが認められ、したがつて右当時ＮＭＲ法によつてポリブタ
ジエンのシス含有量を測定することは不可能であつたことは明らかである。ところ
で、本件特許発明はポリブタジエンのビニル含有量とともにシス含有量もその構成
要件としているから、シス含有量を測定しえないＮＭＲ法は、少なくとも本件特許
発明に関する限り、用いることはできなかつたものといわなければならないから、
原告の主張は、結局、採用することができない。
４　被告の製造販売にかかる耐衝撃性ポリスチレンの製造方法に用いられているポ
リブタジエンのビニル含有量が、【Ａ】らの吸光係数借用法によると一〇％以下で
あると認めるに足る証拠はなく、したがつて、この点においてすでに、被告がその
製造販売にかかる耐衝撃性ポリスチレンの製造方法として別紙目録記載の方法を用
いているとは認められないといわなければならない。
四　してみると、原告の被告に対する本訴各請求はその余の点について判断するま
でもなく理由がないから、いずれも棄却することとし、訴訟費用の負担について民
事訴訟法第八九条の規定を適用して、主文のとおり判決する。
目録
　シス含有量が三〇％ないし四五％、ビニル含有量が一〇％以下のポリブタジエン
を、全重合体重量の二％ないし一二％存在させ、その存在下にスチレンを重合して
耐衝撃性ポリスチレンを製造する方法。
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